
廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部改正の概要 

 

第１ 改正の概要  屋外における産業廃棄物の保管の届出の適用除外に関する規定並びに報告及び検査に関

する規定の整備等 

 

第２ 改正の理由 １ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）の一部改正により、産業廃

棄物を事業場の外で保管する際の届出制度※１が新設されるため。 

         ２ 法の一部改正により、報告徴収及び立入検査の対象が拡充されることに準じて、規定を

整備する必要があるため。 

         ３ その他法の一部改正に伴い、規定を整理する必要があるため。 

 

第３ 改正の内容 １ 屋外において特定産業廃棄物※２を保管しようとする場合の届出義務の適用除外※３の追

加（第22条関係） 

⑴ 法の規定により届出をすべき保管に該当する保管 

⑵ 産業廃棄物処理施設で行う保管 

⑶ 非常災害のために必要な応急措置として行う保管 

         ２ 報告徴収及び立入検査の対象として、「その他の関係者」を追加（第26条関係） 

不適正処理の関与が疑われる者等を想定 

         ３ その他法の一部改正に伴う規定の整理 

⑴ 「産業廃棄物の不適正な処理」の定義（第２条第４号関係）（下線の基準を追加）※４

産業廃棄物処理基準若しくは産業廃棄物保管基準、特別管理産業廃棄物処理基準若し

くは特別管理産業廃棄物保管基準又は法第15条の３の３第３項に規定する基準に適合

しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分 

⑵ 中間処理産業廃棄物を定義する引用条項の移動(第７条第１項、第８条第１項関係) 

法第12条第３項に規定する中間処理産業廃棄物 → 第12条第５項 

⑶ 産業廃棄物処理施設の設置の変更許可の根拠規定の移動（第９条第１項関係） 

法第15条の２の５第１項の許可 → 第15条の２の６第１項 

 

第４ 施 行 期 日       平成23年４月１日 

第５ そ の 他       （附則関係）この条例の一部改正に伴い、愛知県事務処理特例条例の一部改正を行う。 

廃棄物の処理及び清掃に関する

法律の一部を改正する法律 

公布：平成22年５月19日 

施行：平成23年４月１日 

 

※１ 環境省令で次の保管が定

められることが想定される。 

対  象：建設工事に伴い生ず

る産業廃棄物 

保管場所：300㎡以上 

 

※２ 特定産業廃棄物（規則で

規定） 

・工作物の新築、改築又は除去

に伴って生じた産業廃棄物 

・廃タイヤ 

 

※３ 改正前の適用除外 

・産業廃棄物処理業者 

・保管場所が規則で定める面積

（100㎡）未満 

 

※４ 熱回収の機能を有する産

業廃棄物処理施設を設置して

いる者の認定制度が創設され

た。 

認定熱回収施設設置者は、

（特別管理）産業廃棄物処理

基準にかかわらず、政令で定

める基準に従って処分を行う

ことができることとされたた

め。  



廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部改正新旧対照表 

          新           旧 

（定義） （定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

第二条 同上 

一～三 略 一～三 略 

四 産業廃棄物の不適正な処理 法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理

基準若しくは同条第二項に規定する産業廃棄物保管基準、法第十二条の二第

一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準若しくは同条第二項に規定する

特別管理産業廃棄物保管基準又は法第十五条の三の三第三項に規定する基準

に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬又は処分をいう。 

四 産業廃棄物の不適正な処理 法第十二条第一項に規定する産業廃棄物処理

基準若しくは同条第二項に規定する産業廃棄物保管基準又は法第十二条の二

第一項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準若しくは同条第二項に規定す

る特別管理産業廃棄物保管基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬

又は処分をいう。 

（処理を委託する場合における確認等） （処理を委託する場合における確認等） 

第七条 事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物（法第十二

条第五項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」とい

う。）の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で

定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を

処理する能力を備えていることを確認しなければならない。 

第七条 事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物（法第十二

条第三項に規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県内産業廃棄物」とい

う。）の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で

定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を

処理する能力を備えていることを確認しなければならない。 

２以下 略 ２以下 略 

（県外産業廃棄物の搬入の届出等） （県外産業廃棄物の搬入の届出等） 

第八条 県外に設置する事業場において生ずる産業廃棄物（法第十二条第五項に

規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県外産業廃棄物」という。）を処分

するため、自ら又は他人に委託して県内に搬入しようとする事業者は、規則で

定めるところにより、当該搬入しようとする県外産業廃棄物の種類、数量その

他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 

第八条 県外に設置する事業場において生ずる産業廃棄物（法第十二条第三項に

規定する中間処理産業廃棄物を含む。以下「県外産業廃棄物」という。）を処分

するため、自ら又は他人に委託して県内に搬入しようとする事業者は、規則で

定めるところにより、当該搬入しようとする県外産業廃棄物の種類、数量その

他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。 

２以下 略 ２以下 略 

（計画内容の周知等） （計画内容の周知等） 

第九条 法第八条第一項若しくは法第九条第一項の許可（法第八条第四項に規定

する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）又は法第十五条第一項若しくは法

第十五条の二の六第一項の許可（法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理

施設に係るものに限る。）（以下「法第八条第一項等の許可」という。）を受けよ

うとする者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る施設の設置等に伴

い生活環境に影響を及ぼすおそれがある地域として規則で定める地域（以下「関

係地域」という。）内において、当該施設の設置等に係る計画の内容を周知させ

るための説明会（以下「説明会」という。）を開催しなければならない。この場

合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地

域以外の地域において開催することができる。 

第九条 法第八条第一項若しくは法第九条第一項の許可（法第八条第四項に規定

する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。）又は法第十五条第一項若しくは法

第十五条の二の五第一項の許可（法第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理

施設に係るものに限る。）（以下「法第八条第一項等の許可」という。）を受けよ

うとする者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る施設の設置等に伴

い生活環境に影響を及ぼすおそれがある地域として規則で定める地域（以下「関

係地域」という。）内において、当該施設の設置等に係る計画の内容を周知させ

るための説明会（以下「説明会」という。）を開催しなければならない。この場

合において、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないときは、関係地

域以外の地域において開催することができる。 



２ 略 ２ 略 

（産業廃棄物の保管の届出） （産業廃棄物の保管の届出） 

第二十二条 産業廃棄物で規則で定めるもの（以下「特定産業廃棄物」という。）

を屋外において保管しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げ

る事項を知事に届け出なければならない。 

第二十二条 産業廃棄物で規則で定めるもの（以下「特定産業廃棄物」という。）

を屋外において保管しようとする者（産業廃棄物処理業者を除く。）は、規則で

定めるところにより、次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただ

し、当該保管の場所の面積が規則で定める面積未満である場合は、この限りで

ない。 

一以下 略 一以下 略 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合には、適用しない。  

一 当該保管しようとする者が産業廃棄物処理業者である場合 

二 当該保管の場所の面積が規則で定める面積未満である場合 

三 当該保管が法第十二条第三項又は第十二条の二第三項の規定により届出を

すべき保管に該当する場合 

四 法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設において当該保管をする

場合 

五 非常災害のために必要な応急措置として当該保管をする場合 

 

（変更等の届出） （変更等の届出） 

第二十三条 前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変

更があったとき、又はその届出に係る保管の場所の使用を廃止したときは、そ

の日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出な

ければならない。 

第二十三条 前条の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更が

あったとき、又はその届出に係る保管の場所の使用を廃止したときは、その日

から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なけれ

ばならない。 

（報告及び検査） （報告及び検査） 

第二十六条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者その

他の関係者から必要な報告を求めることができる。 

第二十六条 

 一 土地の所有者等  

 二 事業者  

 三 法第八条第一項等の許可を受けようとする者  

 四 産業廃棄物処理業者  

 五 小規模産業廃棄物焼却施設を設置している者  

 六 特定産業廃棄物又は特定産業廃棄物であることの疑いのある物を屋外にお

いて保管している者 

 

２ 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、産業廃棄物の

不適正な処理が行われた土地、前項第二号から第六号までに掲げる者その他の

関係者の事務所若しくは事業場、小規模産業廃棄物焼却施設のある土地若しく

は建物又は特定産業廃棄物若しくは特定産業廃棄物であることの疑いのある物

を屋外において保管している場所に立ち入り、必要な帳簿書類、施設その他の

１ 知事は、この条例の施行に必要な限度において、土地の所有者等若しくは事

業者、法第八条第一項等の許可を受けようとする者、産業廃棄物処理業者、小

規模産業廃棄物焼却施設を設置している者若しくは特定産業廃棄物若しくは特

定産業廃棄物であることの疑いのある物を屋外において保管している者（以下

「事業者等」という。）から必要な報告を求め、又はその職員に、産業廃棄物の



物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物若しく

は廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。 

不適正な処理が行われた土地、事業者等の事務所若しくは事業場、小規模産業

廃棄物焼却施設のある土地若しくは建物若しくは特定産業廃棄物若しくは特定

産業廃棄物であることの疑いのある物を屋外において保管している場所に立ち

入り、必要な帳簿書類、施設その他の物件を検査させ、若しくは試験の用に供

するのに必要な限度において廃棄物若しくは廃棄物であることの疑いのある物

を無償で収去させることができる。 

３ 略 ２ 略 

４ 第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

３ 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。第三十三条 同上 

一～四 略 一～四 略 

五 第二十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 五 第二十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

六 第二十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者 六 第二十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又

は同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

七 第二十六条第二項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した

者 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部改正概要 

 
 
第１ 改正の概要  廃棄物の適正な処理の促進に関する条例の一部改正に伴い、引用条項及び保管届出

の提出期限に関する規定を整備する等。 

 

第２ 改正の理由  廃棄物の適正な処理の促進に清掃に関する条例の一部改正及び一色町と西尾市との

合併に伴うもの 

           

 

第３ 改正の内容 （１）条例の一部改正において次のとおり条項が整備されたため、これらの条項を引

用している規則第２８条及び様式第１３中の引用条項を一部改正する。 

            ・２６条（報告及び立入）→２６条（報告徴収）及び２７条（立入検査） 

            ・２７条から３６条→２８条から３７条と１条ずつ繰り下げ。 

         （２）第２５条(保管の届出)の届出提出期限を明示する。 

         （３）申請者の利便性、手続きの簡素化を図るため、以下の様式中の「印」を削除す

る。 

            ・様式第１、２、４、６、７、９～１２ 

         （４）一色町が平成２３年４月１日に西尾市と合併することで、第２９条の適用除外

に係る市町村の条例等の表中の「一色町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防

に関する条例（平成１３年一色町条例第２０号）」が廃止されるため、削除する。

 

第４ 施 行 期 日       平成23年４月１日 

 

 

第５ そ の 他       なし 

廃棄物の適正な処理の促進に関する

条例 

公布：平成15年３月25日 

施行：平成15年10月１日 

 

廃棄物の適正な処理の促進に関する

条例施行規則 

公布：平成15年３月25日 

施行：平成15年７月４日 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

の一部を改正する法律（平成22年法

律第34号） 

公布：平成22年５月19日 

施行：平成23年４月１日 

 
 
 
 
 



廃棄物の適正な処理の促進に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

          新           旧 

（構造に関する基準） （構造に関する基準） 

第十九条 条例第十五条及び第十九条に規定する小規模産業廃棄物焼却施設の構

造に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 

第十九条 同上 

一～五 略 一～五 略 

六 ガス化改質方式のものにあっては、前号チ及びリの規定の例によるほか、

次の要件を備えていること。 

六 同上 

イ 略 イ 略 

ロ 次の要件を備えた改質設備が設けられていること。 ロ 同上 

(1)産業廃棄物のガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞留

時間を適正に保つことができるものであること。 

(1) 産業廃棄物のガス化によって得られたガスの改質に必要な温度と滞

留時間を適正に保持することができるものであること。 

(2)以下 略 (2)以下 略 

ハ 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置

が設けられていること。 

ハ 改質設備中のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録するための装置

が設けられていること。 

ニ以下 略 ニ以下 略 

七以下 略 七以下 略 

２ 略 ２ 略 

（維持管理の方法に関する基準） （維持管理の方法に関する基準） 

第二十条 条例第十五条及び第二十条第一項に規定する小規模産業廃棄物焼却施

設の維持管理の方法に関する技術上の基準は、次のとおりとする。 

第二十条 同上 

一～八 略 一～八 略 

九 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置（法第二十一条の二第一

項に規定する応急の措置を含む。）の記録を作成し、三年間保存すること。

九 施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置の記録を作成し、三年間

保存すること。 

十 ガス化改質方式以外のものにあっては、次のとおりとする。 十 同上 

イ 略 イ 略 

ロ 燃焼室への産業廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ連続

的に行うこと。ただし、ガス化燃焼方式のものその他構造上やむを得ない

と認められるものにあっては、この限りでない。 

ロ 燃焼室への産業廃棄物の投入は、外気と遮断した状態で、定量ずつ行う

こと。ただし、ガス化燃焼方式のものその他の構造上やむを得ないと認め

られるものにあっては、この限りでない。 

ハ～リ 略 ハ～リ 略 

ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんを除去すること。 ヌ 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去すること。 

ル以下 略 ル以下 略 

十一 ガス化改質方式のものにあっては、前号レからナまでの規定の例による

ほか、次のとおりとする。 

十一 同上 

イ及びロ 略 イ及びロ 略 

ハ 改質設備内のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。 ハ 改質設備中のガスの温度をガスの改質に必要な温度に保つこと。 



ニ 改質設備内のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 ニ 改質設備中のガスの温度を連続的に測定し、かつ、記録すること。 

ホ及びヘ 略 ホ及びヘ 略 

ト 冷却設備及び除去設備に堆積したばいじんを除去すること。 ト 冷却設備及び除去設備にたい積したばいじんを除去すること。 

チ 除去設備の出口における改質ガス中の知事の定める方法により算出され

たダイオキシン類の濃度が一立方メートルにつき〇・一ナノグラム以下と

なるように産業廃棄物のガス化及び産業廃棄物のガス化によって得られた

ガスの改質を行うこと。 

チ 除去設備の出口における改質ガス中の知事の定める方法により算出され

たダイオキシン類の濃度が一立方メートルにつき〇・一ナノグラム以下と

なるように産業廃棄物のガス化及び改質を行うこと。 

リ 略 リ 略 

２ 略 ２ 略 

（特定産業廃棄物） （特定産業廃棄物） 

第二十四条 条例第二十二条第一項の規則で定める産業廃棄物は、次に掲げるも

のとする。 

第二十四条 条例第二十二条の規則で定める産業廃棄物は、次に掲げるものとす

る。 

一 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物（ポリ塩化ビフェ

ニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法（平成十三年法律第六十

五号）第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物であるものを除

く。） 

一 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物 

二 略 二 略 

（保管の届出） （保管の届出） 

第二十五条 条例第二十二条第一項の規定による届出は、保管を開始しようとす

る日の十四日前までに、特定産業廃棄物保管届出書（様式第十一）によりしな

ければならない。 

第二十五条 条例第二十二条の規定による届出は、特定産業廃棄物保管届出書（様

式第十一）によりしなければならない。 

２ 条例第二十二条第一項第三号の規則で定める事項は、保管開始予定年月日及

び保管終了予定年月日とする。 

２ 条例第二十二条第三号の規則で定める事項は、保管開始予定年月日及び保管

終了予定年月日とする。 

３ 略 ３ 略 

（条例第二十二条第二項第二号の規則で定める面積） （条例第二十二条ただし書の規則で定める面積） 

第二十六条 条例第二十二条第二項第二号の規則で定める面積は、百平方メート

ルとする。 

第二十六条 条例第二十二条ただし書の規則で定める面積は、百平方メートルと

する。 

（立入検査の身分証明書） （立入検査の身分証明書） 

第二十八条 条例第二十六条第三項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式

第十三のとおりとする。 

第二十八条 条例第二十六条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式

第十三のとおりとする。 

（適用除外に係る市町村の条例等） （適用除外に係る市町村の条例等） 

第二十九条 条例第二十七条の規則で定める条例は、次の表の上欄に掲げるとお

りとし、これらの条例の規定に相当するものとして同条の規定に基づき規則で

定める条例の規定は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 

 

第二十九条 同上 



 名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例（平成十五

年名古屋市条例第六十八号）の項 略 

同上  

 豊橋市産業廃棄物処理施設及び汚染土壌処理施設の設

置に係る紛争の予防及び調整に関する条例（平成十八年

豊橋市条例第二十二号） 

略 豊橋市産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び

調整に関する条例（平成十八年豊橋市条例第二十二号）

略  

 瀬戸市産業廃棄物等関連施設の設置に係る紛争の予防

及び調整に関する条例（平成十四年瀬戸市条例第十二

号） 

略 瀬戸市産業廃棄物関連施設の設置に係る紛争の予防及び

調整に関する条例（平成十四年瀬戸市条例第十二号） 

略  

 春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例（平成十四年春日井

市条例第三十号）の項から東浦町産業廃棄物処理施設の設置等に係る計画の事

前公開等に関する条例（平成二十一年東浦町条例第十二号）の項まで 略 

同上  

  一色町産業廃棄物処理施設の設置等の紛争予防に関する

条例（平成十三年一色町条例第二十号） 

第九条  

（書類の経由） （書類の経由） 

第三十条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める県民事務所又は山村振興事務所の

長を経由して提出しなければならない。 

第三十条 条例及びこの規則の規定により知事に提出する書類は、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める県民事務所又は山村振興事務所の

長を経由して提出しなければならない。ただし、第一号に定める施設の所在地

又は第二号から第四号までに定める場所が名古屋市の区域内にある場合は、こ

の限りでない。 

一以下 略 一以下 略 

 


